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アマゾンは、プロジェクト・カイパーを通して、日本の様々な顧客に

対してさらなる選択肢を提供し、緊急時や災害時におけるあらゆる顧客

に対するサービス継続・冗長化を含む、幅広い場面での通信接続を可能

にしたいと考えています。さらに、プロジェクト・カイパーは、移動用

途でのユースケース（航空、海上及び陸上）にも強靭かつグローバルな

接続を提供します。 
 

アマゾンは、脚注 5.517B の追加及び決議 123（WRC-23）を含む、ITU

無線通信規則の変更を採択した WRC-23 の議題 1.16 の結果に基づく総務

省の周波数割当計画及び改定に強い関心を寄せています。これらはいず

れも、NGSO FSSシステムと通信する航空及び海上用のESIMによる、17.7-

18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz（宇宙から地球）並びに 27.5-

29.1GHz 及び 29.5-30GHz（地球から宇宙）の周波数帯の使用について定

めています。 
 
意見 

NGSO FSS システムと通信する ESIM に関する WRC-23 の議題 1.16 の

結果を総務省の周波数割当計画案に含めることをご検討いただきたい

と考えます。特に、NGSO FSSシステムと通信する航空及び海上用のESIM

による、17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz 及び 19.7-20.2 GHz（宇宙か

ら地球）並びに 27.5-29.1 GHz 及び 29.5-30 GHz（地球から宇宙）の

周波数帯の使用は、ITU 無線規則の脚注 5.517B で認められており、同

様の新規の脚注を総務省の周波数割り当て計画案にも含めていただく

よう、ご検討をお願いいたします。なお、本意見募集では議題 1.16 は

明示的には取り上げられていませんが、今回の周波数割当計画の変更

が WRC-23 の結果を受けて行われるものであること、及び、WRC-23 にお

いて議題 1.16 の結果が得られていることを踏まえ、は本意見の提出が

本意見募集に関連するものとして扱われるべきと思料致します。 
 

アマゾンは、総務省に対し、本意見募集において意見を提供する機会

を賜ったことにつき、重ねて御礼申し上げます。 
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れるのか。 発射源の特定等は困難と考えます。 

７ 個人 この施策を聞いたとき、なにかの間違いだろ？？って思いましたが、

残念ながら間違いでありませんでした。 
 
なんでアマチュア無線の周波数である５０MHｚを使うのか？？？ 

どうせ少しも使っていないから使っていいんだというのは、霞が関か

ら見た霞が関にしか通用しない視点で決めたものと見えます。 
 
日本だけで使っているわけじゃない＞５０ＭＨｚ帯。 

かなりの頻度で日本国外でも使われている周波数帯に妨害する施策は

日本国内では通用しても、世界的に見たら無茶苦茶な暴論であるもので

あると発言します。 

46-68MHzの周波数帯を使用するウィ

ンドプロファイラレーダーに関して

は、既に多くの国において二次的基礎

で無線標定業務に国際分配されている

ものです。今回の変更は、WRC-23の結

果、我が国が二次的基礎で国際的に無

線標定業務の追加分配がなされたこと

を受けて、周波数割当計画に反映する

ためのものです。 

二次業務として無線標定業務を国内

分配するものであり、アマチュア業務

等の一次業務より劣位な条件で運用す

るものであり、問題ないものと考えま

す。 

なし 

８ 個人 50MHz 帯（50-54MHz）へのウィンドプロファイラレーダーへの 2 次割

り当てに反対します。 

たとえ 2次業務であって、かつ WARC23 の決定事項であっても、アマ

チュアバンドにウィンドプロファイラレーダーを導入することに反対し

ます。 

諸外国ではアマチュアバンドの 50-54MHz を外して運用（特にアメリ

カは ARRL が強い）ではないでしょうか？ 

ウィンドプロファイラレーダーはアマチュアバンドを外して 46？49

及び 54？68MHz としてください。 
 
未だに 

１）472kHz 帯の音声許可と２００ｍ制限の撤廃 

２）3.5-3.8MHz の連続割当（使用していない既得権益の廃止） 

３）アナログ TV-VHF-Hich 空き地への 220MHz 帯への割り当て 

４）アマチュア局においては自己認証制度の導入 

前段のご意見について、46-68MHzの

周波数帯を使用するウィンドプロファ

イラレーダーに関しては、既に多くの

国において二次的基礎で無線標定業務

に国際分配されているものです。今回

の変更は、WRC-23の結果、我が国が二

次的基礎で国際的に無線標定業務の追

加分配がなされたことを受けて、周波

数割当計画に反映するためのもので

す。 

二次業務として無線標定業務を国内

分配するものであり、アマチュア業務

等の一次業務より劣位な条件で運用す

るものであり、問題ないものと考えま

す。 

なし 
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５）145 及び 435MHz 帯の不法局及び 1200MHz 以上で 2 次業務にも関

わらず 1次業務への妨害（運用規則 258 条抵触）を行っている者への徹

底的な取り締まり 
 
これらの理不尽な問題を抱えた状態で、次世代の IT 人材は育たず、

全世界から虜のされる状態を解消願います。 

後段のご意見は、今後の施策の参考

にさせていただきます。 

９ 個人 總論  
 
厚生勞働省のワクチン藥害に見られるやうに、國際的な大資本による

金儲けの爲に各國の國民の生命財産言論の自由他、各種基本的な權利が

脅かされる事態が繼續してゐる。これをグローバリズムと呼び、經濟學

的には新自由主義と呼ばれるイデオロギーによつて支へられてゐる。  
 
このグローバリズムと國際的な機關での決定手順、決め事は極めて親

和性が高い。寧ろ國連初め其れ等は（グローバリスト達の）「尖兵」と

見なすべきである。（WHO 等は極めて分かりやすい例）つまり、グロー

バリズムの魔手は當然この電波の割り當ての世界にも伸びてゐる。  
 
14MHz 帶での超高速金融取引實驗局等はこれに該當する典型例であ

る。  

米國シカゴ向けの「JS2RA」（10kW）と、フィリピン向けの「JS2RB」

（5kW）  
 
金金金。日本と云ふ國の主權に基づいた國益と云ふ視點はそこには無

い。單にシティ・ウオール街の手先奴隸となつて働かされる保護領政府

の一部である總務省と一部關係者の姿があるだけである。  
 
上記を理解して、内部から抑制を掛けようとする人達がゐるのなら、

さうした方達には是非出世していただきたいものである。實際には外國

勢力に迎合する賣國役人や無線家、關係者ばかりではあるまい。  
 
個別：  

46-68MHzの周波数帯を使用するウィ

ンドプロファイラレーダーに関して

は、既に多くの国において二次的基礎

で無線標定業務に国際分配されている

ものです。今回の変更は、WRC-23の結

果、我が国が二次的基礎で国際的に無

線標定業務の追加分配がなされたこと

を受けて、周波数割当計画に反映する

ためのものです。 

40-50MHz帯における地球探査衛星業

務（能動）も同様に、WRC-23の結果を

周波数割当計画に反映するためのもの

です。 

 

なし 
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13 個人 楽天モバイルへのプラチナバンドの割り当てが少なすぎる。原因は、

プラチナバンドの再割り当てを全く行わないからです。国の電波を実質

私物化させてしまっている現状は国民として誠に遺憾であり、改善すべ

き 

考え方11のとおりです。 なし 

14 個人 楽天モバイルに割り当てられているプラチナバンドの帯域が狭すぎ

る。早くプラチナバンドの再割り当てを実施し、楽天モバイルのユーザ

ーにプラチナバンドの恩恵をうけさせてほしいです。私は楽天モバイル

のユーザーですが、国民として不平等感を感じています。 

考え方11のとおりです。 なし 

15 個人 楽天にたいするプラチナバンドの再割り当ては後回しなのか。 

プラチナバンドの方が優先度が高いと思う。 

考え方11のとおりです。 なし 

16 個人 楽天のプラチナバンドの帯域が狭すぎるので、プラチナの再分配を最

優先にすべき。 

考え方11のとおりです。 なし 

17 個人 携帯会社におけるプラチナバンドの帯域を平等に割り振らないのは天

下りのせいなのか？天下りのせいであるのならば、再割り当てを行うべ

き 

考え方11のとおりです。 なし 

18 個人 プラチナバンドの再割り当てもまだなのに、新たな周波数の割り当て

ばかりを優先しないでください。やはりプラチナバンドの再割り当てを

おこなわないのは docomo などの天下りが要因なのか。なんにせよ行政

の怠慢だ。 

考え方11のとおりです。 なし 

19 個人 日本の周波数(プラチナバンドなど)の再割り当ては進んでないように

見受けられるが、天下りが原因なのではないか。天下りなどはやめた方

がいい。 

考え方11のとおりです。 なし 

 


